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鶏の様子がおかしいなと思ったら … 北部家畜保健衛生所 へ

Tel.0478-54-1291（夜間・休日は転送）必ず５回以上コールしてください

第８１回家きん疾病小委員会で、高病原性鳥インフルエンザの

続発を踏まえた緊急提言が取りまとめられました。

・全国的に、環境中のウイルス濃度が非常に高まっています。
・農場敷地内や鶏舎周囲が、野鳥の糞等に含まれるウイルスにより、
汚染されている可能性も高いことから、以下の対策を徹底してください！

家きん飼養農場における防疫対策
 従業員等に、消毒、長靴交換等の重要性を説明し、適切に消毒や長靴

の交換ができているかを再確認してください。
 農場敷地内や鶏舎周囲を、毎日消毒してください。特にため池等の水

場はリスクが高いことから、徹底して消毒してください。
 ネコ等の小動物や野鳥等が、農場内に近づかないような対策を講じて

ください。
 ウインドレス鶏舎のように隙間がないように思われる鶏舎でも、飼養

衛生管理者と鶏舎構造を熟知している者等が連携して、野生動物等が
侵入しそうなルートを探し、侵入防止対策を講じてください。

 鶏舎内にウイルスを持ち込まないよう、衛生管理区域に入る際の適切
なタイミングでの専用衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置、手指
消毒及び長靴の消毒・交換等の適正な衛生管理が日常的になされてい
るかを、再確認してください。

 長靴の汚れを落としてから消毒し、消毒薬は汚れた都度、最低でも１
日１回以上交換し、消毒薬が有効な状態での使用を徹底してください。

 交差汚染を防ぐため、鶏舎の内外で使用する長靴の動線が交わらない
ように注意してください。

発生地域における防疫対策
 移動制限区域内では、感染リスクが増大していることを念頭に行動し

てください。
 発生農場周囲の主要道路やため池周辺の消毒、ため池の水抜き等の野

鳥対策等について、地域関係者が一体となった取り組みを徹底してく
ださい。

 続発防止のため、関係機関が一体となり、まん延防止対策を徹底して
ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kh-hokubu/index.html


高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）の
疑似患畜を確認！（国内19～23例目）

日付 所在地 飼養状況

19 11/27
鹿児島県
出水市

約47万羽
（採卵鶏）

20 11/29
福島県
伊達市

約1.7万羽
（肉用鶏）

21 11/30
和歌山県
和歌山市

約4.6万羽
（採卵鶏）

22 12/1
鳥取県
鳥取市

約11万羽
（採卵鶏）

23 12/2
鹿児島県
出水市

約12万羽
（採卵鶏）

疫学調査チームの現地調査概要

（国内３例目）香川県観音寺市
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-37.pdf

（国内４例目）茨城県かすみがうら市
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-36.pdf

（国内５例目）岡山県倉敷市
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-35.pdf

（国内６例目）北海道伊達市
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-46.pdf

（国内７例目）岡山県倉敷市
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-50.pdf

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-37.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-36.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-35.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-46.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/220929-50.pdf


高病原性鳥インフルエンザまん延防止対策

のため、新たに消毒ポイント⑤、⑥を設置し

ます！（消毒ポイント①は 12月 2日 24時、

消毒ポイント④は 12月 3日 24時で終了） 

畜産関係者の皆様は、消毒ポイントを必ず

通過してください！！ 

 
 

消毒 

ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ

番号 
消毒ﾎﾟｲﾝﾄ 住所地  開設日時・運営時間 

② 
旧東庄町病院跡地 香取郡東庄町石出

1988-1 

令和 4年 11月 26日 6時～ 

【24時間運営】 

③ 
佐原浄化センター 香取市佐原イ 3764-1 令和 4年 11月 26日 6時～ 

【24時間運営】 

 ⑤ 
小見川浄化センター 香取市阿玉川 844-1 令和 4 年 12月 3日 8時～ 

【24 時間運営】 

  ⑥ 
香取広域市町村圏組合 

栗源分遣所 

香取市岩部 3458 令和 4 年 12月 4日 8時～ 

【24 時間運営】 

※⑤小見川浄化センター、⑥香取広域市町村圏組合栗源分遣所 

は、開始日が異なるので、御注意ください。 

② 

① 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

①小見川河川敷運動公園 

令和 4年 12月 2日 24時終了 

④香取市役所栗源支所 

令和 4年 12月 3日 24時終了 


